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①定期昇級の実施（係数４）
②基本給に対して所定昇給額の６分の１の
額及び、主務職以上および及びＴ等級以
上の社員には100円（Ｍ等級及びＳ等級
は200円）を加える。

③グリーンスタッフ、エルダ―社員の基本
賃金に500円の加算

※賃金の清算は、いずれも６月25日以降
準備でき次第となります。

第二基本給凍結、企画業務の待遇改善につ
いては継続議論となります。

等 級 ベア額

係職1等級 700円

係職2等級 800円

指導職1等級、2等級 900円

主任職1等級、2等級 1,000円

主務職 1,100円

主幹職Ｂ、技術専任職 1,200円

主幹職Ａ 1,200円


